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『大lllk大学留学生センター研究論集 多丈化社会と留学生交流』第13号 (2009)

フィリピンにおける地方分権化論

要 旨

ポス ト・マルコス期のフィリピンにおける地方分権化の特徴と問題点を、フィリピンでの議論を

整理することによって明らかにしようとした。現在の地方分権化は、地方政府に対する大幅な権

限の移譲と財政基盤の強化を図り、地方行政への市民参加の促進による民主主義の深化を理念と

している点において革新的な内容を持つ一方で、実際には地方政府の行政的・財政的能力不足が

指摘されていることが明らかになった。このような現状において、地方政府の能力不足を補完し

て行政の効率化を図る手段として市民参加が位置づけられる傾向も見られ、このことが、今後の

地方分権化過程で民主化を促進するための市民参加という地方分権化当初の理念を希薄化する可

能性に注意を払う必要がある。

【キーワード】フィリピン、1987年憲法、1991年地方政府法、地方分権、市民参加

1 は じめに

1980年代以降、アジア太平洋地域では民主化の潮

流が台頭 してきた。まず、中南米諸国において、軍政

から民政への移管が 70年代末から続いた 1。 これに

遅れて、1980年代半ばからはアジア地域でも民主化

が始まつたが
2、 その中でもフィリピンは、もつとも

早く (1986年 )、 もつとも劇的な形で (「 ピープル・

パワー」と呼ばれる一般国民の直接行動によって)、

しかし平和裡に、民主化を実現した。このピープル・

パワーによる民主化の過程では、独裁的な政治を行つ

ていたマルコス大統領を権力の座から引きず り下ろす

ことが主要な目標であつた。 しかし、マルコス政権崩

壊直後から開始された民主主義再生の過程では、地方

分権化がこのプロセスの重要なステップの 1つ とし

て位置づけられ るよ うになつた (De Guzman&

Reforma,1993=1998:p.21)。

現在フィリピンで進められている地方分権化は、

1987年憲法によつて制定することが求められた地方

政府法 (共和国法 7160号)が 1991年に成立したこ
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とによつて、本格的にその歩みを開始した。 1991年

地方政府法は、 (1)基礎的サービスの計画策定およ

び実施の権限を地方政府に移譲 したこと、 (2)自 治

体の財政基盤の強化を図つたこと、そして (3)地方

行政への市民参加を規定したことを特徴とする革新性

の強い法律であると評価されている (Tapales et al.,

1996=1998: p. 189, Tapales, 1998=2002: pp. 49‐

50,Bautista,et al.,2000=2002:p.75)。  こσ)よ う

に革新的な地方分権が企図された背景には、3つの要

因が考えられる。1つは、地方分権の構想が描かれた

時期はマルコス独裁政権が倒れた直後で、民主化への

志向や市民の政治参加への肯定的な感覚が国民の間で

強くなつていたことである。2つ 目は、マルコス独裁

政権下で多くの行政権限や立法権が大統領に集中し、

その中で地方政府が自律性を著しく弱めたことへの反

省である。そして 3つ 目は、マルコス独裁政権下で、

なかば地下に潜 りつつ展開された反政府運動を通じて

拡大・強化されていつた NGO等 の出身者が、1987

年憲法や 1991年地方政府法の草案作成に関わつたこ

とである。彼 らの法案起草過程への参画によつて、行
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政への市民参加の義務化という画期的な内容がこれら

の法律に盛り込まれた。

ここで問題となるのは、この革新的な地方政府法を

擁するフィリピンにおける地方分権化が実際にどのよ

うなものであり、それがどのように評価されているか

ということである。地方政府法と実際の地方分権の間

には何らかの隔たりが見られるのか。隔たりがあると

するならば、それを生んでいる要因は何か。こういつ

たことを検討するためには、法律が予定している地方

分権の内容がどのようなものなのかについて検討した

うえで、地方分権化によつて権限を「奪われる」中央

政府 (国政政治家と国家官僚制)と権限の移譲を受け

る地方政府 (地方政治家と地方官僚制)力 そ`れぞれど

のように対応しようとしているのかを見る必要があろ

う。また、現在進められている地方分権化の特徴を明

らかにするためには、フィリピンにおける中央―地方

関係の歴史を振り返ることも有益であると考えられる。

そこで、本稿は、フィリピンにおける地方分権化に

関する議論の整理を通じて、上述の問題に取り組んで

いきたい。以下では、まず、フィリピンで地方分権化

がどのような目標のもとに進められているかを見るた

めに、フィリピンで地方分権のタイプがどのように分

類されているかについて整理する。そのうえで、現在

の地方分権の特徴を浮き彫りにするために、フィリピ

ンにおける中央―地方関係の推移がどのように議論さ

れているかを見る。そして、1987年憲法と 1991年

地方政府法における地方分権にはどのような革新性が

認められるのかについての議論を検討する。これらの

作業の後、地方分権の現状とその問題点についてどの

ような議論がなされているのかを整理し、地方分権の

問題点に対する 1つの対応策として市民参加が位置

づけられていることを指摘して、それが持つ意味につ

いて考えることにしたい。

2 地方分権の類型化

地方分権の形態については、Litvack et al.(1998)

が、「多)青女(deconcentration)」 、「理論仁E(delegation)」

、 「分権  (dev01utiOn)」  という 3類型に整理して論

じている。 フィリピンの行政学者の間でも、上記 3

つの類型のうち「分散」と「分権」は、地方分権の代

表的な形態 として議論されている。「分散」というの

は、中央省庁の権限や業務を、中央政府の地方事務所

に分散することであり、中央省庁への業務と責任の集

中を緩和することを目的とする。ここでは、権限と責

任の地方政府への移譲は問題 とされていないため、

「分散」は「行政的分散 (administrat市e decentrali―

zation)」 とも呼ばれている。これに対して 「分権」

というのは、国の権限や責任、財源を地方政府に移譲

し、地方政府の自律性を高めることをいう。このため、

「分権」は 「F吸ツ合的分権 (political decentralization)」

とも言われる (De Guzman&Reforma,1993=

1998:pp.23‐ 24,Carino,1998:p.68)

しかし、フィリピンでは、中央政府 (特に大統領 )

による行政権限や政治的権力の濫用を防止する手段の

1つ として地方分権をとらえる傾向が強いこともあり、

「分散」 と「分権」に「民営化 (privatization)」 を

加えた 3類型が地方分権の議論において一般的に用

い らオしている (De Guzman&Reforma,1993=

1998:p.24)。 そして、ここで注 目すべきことは、

「民営化」において権限の移譲を受ける「民間セクター

(private sector)」  に は NGO や 住 民 組 織

(Community Organization:CO)も 含まれるとい

うことである (なお、カリニョ (1998)は 、「民間セ

クター」を民間企業に限定する見地から、上述の 3

類型に「NGOや住民組織への機能移転」を加えた 4

類型を提示 している (Carino,1998:p.68))。

「民営化」が求められる一般的な理由としては、民

間セクターの方が (あるいは民間セクターと協力した

方が)よ り効率的にサービスを提供できるという考え

方があり、フィリピンにおいてもこうした考慮が 「民

営化」の推進力となっている。 しかし、NGOや CO

が「民営化」の受け皿として重視される背景には、フィ

リピンに特有の考え方がある。それは第 1に、地域

の実情をよく知る NGOや COが参加することによ

り、公共のサービスを本当に必要としている人々のも

とに届けることが可能になるという期待である。第 2

に主張されているのは、NGO等 と協働する過程で官
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僚たちを大義志向 (cause‐ Orientedness)に 導き、

政府の腐敗や汚職を軽減することができるということ

である。そ して第 3に、経済的に恵まれない (した

がつて財を購入する力の弱い)貧困層の福祉向上のた

めの施策には、本質的に利益優先の民間企業ではなく、

禾J益を目的としない NGOや COが参力日をするべき

だとい う考え方である (De Guzman&Reforma,

1993=1998:p.24)。 これらの NGOや COは地域に

密着 して活動することから、フィリピンでは、彼 らヘ

の権限や業務の移譲を含む概念である「民営化」が、

地方分権化の重要な要素として位置づけられるように

なつていると考えることができる。

そ して、以上のような地方分権の 3類型の間の関

係については、次のような整理がなされている。すな

わち、中央省庁の機能の地方事務所への移転 (「分散」)

と中央政府の権限の地方政府への移譲 (「分権」)が、

私企業とNGOな ど非営利組織への業務の移譲 (「民

営化」)に よつて補完されるとい うものである (De

Guzman&Reforma,1993=1998:p.39)。

3 中央一地方関係の変遷

以上の 3類型 (も しくは 4類型)に よる分析枠組

みを前提にして、フィリピンでは、現在の地方分権化

の特徴を明らかにするために、中央―地方関係を歴史

的に振 り返る作業が行われてきた (Ocampo&

Panganiban (1985=1998), De Guzman et al.

(1988=1998), Tapares(1992=1998), De Guzman

&  Reforma  (1993=1998),  CarinO  (1998),

Brillantes,Jr.(1998=2002))。  そこで、 これからそ

の概要を見ていくことにしよう。1991年の地方政府

法が革新的であると評価される歴史的背景は何か。そ

れがここでの問いである。

3-1 植民地期 (1521年～1935年 )

フィリピンの中央―地方関係を歴史的に検討する際

に、今 日に連なる地方自治の原点としてまず言及され

るのは、スペインによる植民地支酉己末期のフィリピン

革命期における民主的な地方政府システム構築の試み

である。この時に、州と町において自治を特徴とする

立法機関が設置され、その議員が間接的ではあったが

選挙によつて選出されることになった。そこに見られ

たのは、地方政府は公共の治安を維持する最も重要な

団体であり、自らの問題を自らが管理する自由を確保

する役害1を担 うという考え方であった。そして、この

ような地方政府こそが、フィリピン国家の形成に欠か

すことのできない理念的統一を確保する唯一の手段で

あ る と み な さ れ た の で あ る (Ocampo&

Panganiban, 1985=1998: p.140, De Guzman et

al., 1988=1998:p. 104, De Guzman &Reforma,

1993=1998: p. 36, Carino, 1998: pp. 70‐ 71,

Brillantes,」 r.,1998=2002:p.30)。

しかしながら、理想的な地方自治システムを構築し

ようとするこの試みは、フィリピンヘのアメリカの進

出によつて実現することなく終わった。スペインとア

メリカの植民地支配下にあつて、フィリピンの政治体

制は、基本的には中央集権的な色彩の強いものとして

形成されていつたのであり、植民地支配からの自立を

めざしたフィリピン革命期の試みは、フィリピン民族

のはかない望みに終わったのである。

スペインとアメリカが中央集権的な政治体制を構築

したのは、植民地支配の円滑な実施のためであった。

周知の通 り、スペイン到来以前には、フィリピン地域

に統一的な国家は存在せず、バランガイ (barangay)

と呼ばれる親族ネットワークを中心とした共同体が域

内各地に点在 していた。「ダ トゥ (datu)」 と呼ばれ

る首長によつて統治されていたバランガイ (一部には

いくつかのバランガイが糾合 したバランガイ連合も存

在していた)では、首長を長老会議が補佐する形で自

治的な統治が行われていたといわれている。このバラ

ンガイは、スペイン植民地期になると、徴税の単位と

して位置づけられるようになり、旧来の首長であつた

「ダ トゥ」は cabeza de barangayと 名称を変えて徴

税の役害1を担 うことになつた。 やがて、バ リオ

(bario)と 名 を変 えたバ ランガイが併合 して町

(pueblos) や 市  (cabildos) が Л形成 さオし、  り11

(provincia)が 設置 され た。 これ らの州の首長

(alcalde mayores)は スペイン総督によつて任命 さ
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れるものであつた。この体制の下では、フィリピン先

住の人々は自治権を与えられず、住民の意思は統治に

反映されることはなかつた。そして、総督がすべての

地方の問題に関する最終的な権限を有し、州や町の役

人は総督の代理人と位置づけられて、自己裁量権を行

使 す る こ とは ほ とん どなか つた (Ocampo&

Panganiban, 1985=1998: p. 139, De Guzman et

al, 1988=1998:pp. 103‐ 106,Carino, 1998:p.70,

Brillantes,」 r.,1998=2002:p.29)。

スペインにかわつてフィリピンを植民地支配したア

メリカは、自らは高度な自治の伝統を持つ国であるが、

フィリピンでは中央集権的な統治を行つた。とはいえ、

それは必ずしも当初から意図するところであつたとば

かりはいえないものであつた。たとえば、ウィリアム・

マッキンリー大統領は、 1900年 4月 7日 に発 した

「フィリピン委員会への指令 (Instructions to the

Philippine Commission)」 において、次のような指

示を出している。第 1に、町政府の設置にあたつて

は、先住の人々が自らの問題を自ら管理するための最

大限の機会を与えられるべきこと。第 2に、各政府

間の権限の配分にあたつては、常により下位の政府に

権限が付与されるようにすべきこと。そして第 3に、

中央政府は、真に国家的な問題以外については直接的

な行政権限を行使せず、地方政府の監督にあたつては、

地方政府がその業務を誠実かつ効率的に遂行するのに

資するために必要な限りにおいて監督権限を行使する

ことである。これを見れば明らかなように、アメリカ

は当初、フィリピン統治にあたつては地方自治のシス

テムを導入することを考えていたのであつた。

しかしながら、アメリカのこの計画は、以下の理由

によつて変更された。まず第 1に、地方政府内に自

治の能力を有する公職者が欠けていた。そして第 2

に、アメリカの統治に対する軍事的な抵抗が続いてい

たため、地方を中央集権的に抑える必要があつた。こ

ういつたことから、アメリカは当初の意図とは裏腹に

中央集権的な統治を実施することになったのである

(De Guzman et al.,1988=1998:p.107)。  τアメリ

カはその後、地方公職者の選挙による選出を定めた法

令を発出するなど、地方自治のための法的基盤を整備

していったが、地方統治の最終的な決定権は最後まで

中央政府の下に置かれ続けた。

3-2 コモンウェルス期 (1935年～1946年 )

1935年には将来の独立を前提として憲法が制定さ

れた (コ モンウェルス憲法)。 しかし、この憲法は、

地方自治に関する条項を盛 り込まず、大統領がすべて

の地方政府に対する一般的な監督権を行使することが

規定された (第 10条第 7節 )。 他方でこの時期には

参政権が拡大され、選挙で選ばれる地方公職者も増え

たが、それは地方自治の強化を意味するものではなかっ

た。中央政府が相変わらず資源と決定権を握つていた

のである。

この時期を通して強力なリーダーシップでフィリピ

ンを統治したケソン大統領は、単一国家の下で大統領

がすべてを統括すべきであるという信念を持つており、

そのため、例えば 1936年から40年までの間、すべ

ての市長が大統領によつて任命 されるなど、中央政府

による地方政府の監督はかつてないほど強化された。

ケソン大統領の下で地方分権が進展する見込みはなかっ

たといえよう (De Guzrnan et al.,1988=1998:pp.

108-109,Carino,1998:p.71)。

3-3 独立から戒厳令まで (1946年～1972年 )

この時期は、強力な中央集権体制が続いた植民地期

およびコモンウェルス期とは対照的に、分権化への動

きがみられるようになつた時期である。

分権化に向けた最初の法市1化がなされたのは、

1959年であつた。この年に、地方分権に関わる重要

な法律が 2つ制定されたのである。その 1つは、町

政府に事業税、ライセンス税などの課税権を付与し、

住民の福祉向上を目的とするさまざまな事業への予算

配分決定権を与えることなどを盛 り込んだ地方政府法

改正法 (共和国法 2246号 )である。この法律は、中

央政府による州の予算や事業に対するコントロールを

弱めることも規定した。 もう 1つは、市や町の下位

に位置する地方政府としてバ リオを位置づけることを

規定したバ リオ憲章 (共和国法 2370号)である。こ

の法律は、バ リオに法人格を与えて一定の課税権を付
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与し、また、住民選挙によつて選出されるバ リオ役員

からなる議会を設置して立法権も付与することなどを

定めてお り、草の根の住民のガバナンスヘの参加を初

めて公的に認めたものと評価されている。

この後も、1960年代を通 して地方分権を志向する

流れは続いた。1967年に制定された分権化法 (共和

国法 5195号)である。この法律では、州、市や町は

独自予算の範囲内で政府内にポス トを設置する権限を

与えられたほか、(1)中央政府の農村部における事業

を補完的に実施する権限が州や市に与えられ、(2)地

方政府の事業に対する中央政府の許認可を大幅に削減

し、(3)内国歳入の州への割 り当て分を増加 し、(4)州

査察官や農業担当官など、以前は大統領によつて任命

されていた官職の任命権を知事に移譲する、といつた

改 革 が 行 わ れ た (Ocampo&Panganiban,

1985=1998:p.142,De Guzman et al.,1988=1998:

pp.109‐ 110,De Guzman&Reforma,1993=1998:

p 37, Carino, 1998: pp. 71-72, Brillantes, Jr.,

1998=2002:pp.30‐ 31)。

しかし、このように地方分権を促進する法制度は整

えられていつたものの、実際には、地方政府は資源 と

人材の面で中央政府に依存する状況が続いた。特に、

農村部の地方政府は財政基盤が著しく弱く、自律的な

行政運営は望むべくもなかつたといわれている (De

Guzman& Reforma, 1993=1998: p.37, Carino,

1998:p.72)。

3-4 マルコス独裁政権期 (1972年～1986年 )

独立以降続いた地方分権の流れは、マルコス大統領

による戒厳令の施行 (1972年)に よつて断ち切 られ

た。戒厳令により地方選挙は停止され、大統領は首長

の任免権を持つこととなつたのである (De Guzman

et al.,1988=1998:p.113)。

他方、この時期には地方自治を促進する規定
3も
持

つ 1973年憲法が成立しており、そこでは将来におけ

る地方政府法の立法が規定された (第 11条 2項 )。

また、中央省庁の機能の一部を地方出先機関に移転さ

せる「分散Jが進められた。すなわち、フィリピン全

国が複数の地域に分害1され、各地域に中央省庁の地方

事務所が設置されたのである。さらに、地域ごとに策

定された開発計画を積み上げる形で国土開発を実施す

る手法が採用 され、 そのために地域 開発評議会

(Regional Development Council)が 設置された。

しかしながら、これらの「分散」措置は、地方政府

への権限付与を意味するものではなかつた。むしろ、

これらの地域単位の機構や評議システムの創設によつ

て、地方政府は中央政府によつてより組織的に管理さ

れるようになり、中央政府との間の垂直的関係が3資化

され た の で あ る (De Guzman & Reforma,

1993=1998:p.37)。

マルコス独裁政権後期の 1983年には、73年憲法

を受けて地方政府法が制定された。これは、中央政府

の承認を要する地方の事業の範囲を狭めるなどの内容

を持つてはいたが、その運用にあたつては、地方政府

の発展を促すというよりは、中央政府による地方政府

の管理 監督 に力 点 が置 かれ た といわれ てい る

(CarinO,1998:p.72)。

以上のように、マルコス独裁政権期には、地方分権

の流れは遮断され、中央による地方の監督が強化され

た。しかし、この時期にも、地方分権に向けた注目す

べき動きが生じていた。それは、戒厳令に対する抵抗

運動という形で現れた。すなわち、NGOや 民衆組織

(People's Organization:PO)が反政府運動の主体

として発展し、その過程において一般市民とこれらの

組織との関係が強化され、NGOや POが草の根で実

施する諸事業が地方ガバナンスの一部として機能し始

めたのである (Carino,1998:p.73)。 これらの流れ

が、マルコス追放後のフィリピンにおける地方分権に

とって重要な位置を占めることになる。

4 現在の地方分権化の枠組み

マルコス大統領を失脚に追い込んだ「エ ドサ革命」

によつて誕生したアキノ政権は、民主主義の再生を最

大の政治課題として登場してきた。そして、その課題

達成との関連で、地方分権化を重要な政策アジェンダ

として打ち出した。その基本方針が、アキノ大統領就

任後まもなく策定された「人民志向の開発のための政
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治課題 (The Policy Agenda for People Oriented

Development)」 の中に示されている。第 1に、より

多くの権限と機能を地方政府に移譲して、地方を強化

すること。第 2に、地域開発 とより小さな単位の開

発の間の調整を行 う主体としての地域を強化すること。

第 3に、地方で実施 される国家事業の監督権を中央

省庁から地方首長に移譲することを通じて地方の自立

を促すこと。第 4に、地域開発評議会の再活性化に

よつて地域 。地方開発計画策定能力を強化すること。

第 5に、技術スタッフの雇用や地方政府職員の能力

開発により、地方の計画策定能力を継続的に強化する

こと。そして、第 6に、住民組織や NGOの 計画策

定過程や事業実施過程への参画を通 じて住民参加を促

進することである (De Guzllnan et al.,1988=1998:

pp.117-118)。 このような地方分権の基本方針をも

とに、地方分権化の具体的な方向性や枠組みが形作ら

れていつた。

まず、1987年憲法の第 10条が、地方 自治につい

ての一般的原則を定めている (1項から 14項までが

一般的条項、15項から21項までがコルディリエラ

地方とムスリム・ ミンダナオ地方の自治政府に関する

条項 )。 そこでは、地方政府が 「真正の意味ある自治

を享受すること」 (2項)が謳われている。そして、

そのために、地方政府の財政基盤を強化することを憲

法は定める。すなわち、地方政府が 「独自の歳入源を

創設 し、税や手数料を課す権限を有する」 (5項 )こ

と、「国税からの交付を自動的に受ける」 (6項)こ と、

「管轄地域内で利用 。開発された国家資源からの収益

の公平な配分を受ける」 (7項)こ とが規定されたの

である。その上で、議会に対して地方自治の強化を具

体化するための法整備を行 うことを求めている (3項)。

さらに、憲法は、国政の理念を定めた第 2条にお

いて、国民福祉の増大のために NGOや 住民組織

(community‐based organizations)、 セクター組織

(sectora1 0rganizations)を 強化すべきことを規定

しており (23項 )、 ここにおいてガバナンスヘの市民

参力日はいわば国是とされたのである。

以上のよ うな憲法条項を受けて制定 されたのが

1991年地方政府法である。同法は、17条 a項にお

いて、地方政府が「国の機関や省庁から移譲された機

能や責任を行使」するほか、「各々の基礎的サービス

を効率的、効果的に提供するのに必要なあるいは付随

する責任や権限を行使する」と定め、同法の下での地

方分権が権限の移譲を伴 う「分権」であることを明確

にしている (Tapales,1998=2002:p.53)。  そのう

えで、同法は、先にも触れたように、(1)基礎的サー

ビスや事業の計画策定および実施権限の地方政府への

移譲、 (2)地方政府の財政基盤の強化、 (3)地方行

政への市民参加という3本の柱をたてている。

まず、基礎的サービスや事業については、地方ごと

の事情の相違やサービスを受ける住民との近さゆえに、

地方政府が提供 。実施するほうが適切と考えられるも

のが、主に移譲の対象 となった (De Guzman&

Reforma,1993=1998:p.59)。  具体的には、保健衛

生、社会福祉、環境、農業、公共事業 (独自予算で執

行可能なもの)、 教育 (学校建設 )、 観光、通信、住宅

建設が規定されているほか、地元への投資支援も地方

政府の業務とされた。これに加えて、上記事業の円滑

な実施を担保するために各種の規制権限が地方政府に

移譲されている。その代表的なものとしては、農地転

用規制、環境規制、食品検疫、建築基準規制、宅地計

画の許認可等がある。 (Brillantes,」 r.,1998=2002:

pp.33‐ 34)。 そして、これだけ広範囲にわたる業務を

実施するのに必要な人的、施設的な基盤を強化するた

めに、関係中央省庁に対して、人員および資・機材の

地方政府への移転 を行 うことが求め られた (De

Guzman&Reforma,1993=1998:pp.38‐ 39)。  さ

らに、同法の施行にともない、特に多くの権限を移譲

する省庁 (保健省、農業省、社会福祉開発省、環境天

然資源省)が さまざまな行政命令や通達 (circular)

を発出 している (Bautista,et al.,2000=2002:p.

75)。

第 2に、1991年地方政府法は、地方政府による課

税権の拡大、管轄地域内の国家資源から得られる利益

の特別配分権の付与、地方政府に対する内国歳入割当

(Internal Revenue Allotmenti IRA)の 自動的な配

分と配分率の 11%か ら40%への引き上げ、手数料等

の収入増加を定め、地方政府の財政基盤強化を図って
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いる。

このうち、内国歳入割当の自動的配分が盛 り込まれ

た背景には、独立以後一貫して地方政府の財政が中央

政府のコントロール下に置かれ続けたことへの反省が

あった。また、州や市・町、バランガイの倉J設につい

ては、人口規模と歳入、面積といつた客観的基準を満

たすことを 1991年地方政府法は求めているが、これ

も、地方政府が住民に対してサービスをきちんと提供

する能力を備えることを確保するためである。Cabo

(1996=1998)に よれば、客観的基準の導入はすでに

1983年地方政府法において実現 していたが、 1991

年法は、歳入の下限を引き上げることによつて、地方

政府 の財 政基盤 の強化 を図 つて い る
4(cabO,

1996=1998:pp.148‐ 150)。

第 3に、同法は、市民社会の政治行政への参加の

ための条件や環境を整備することを、地方政府に求め

る。すなわち、第 4章第 34条において、地方政府が

POや NGOを地方自治のパー トナーと位置づけて、

その設置と発展を促すことを求め、第 35条ではこれ

らの市民社会組織との協力を促進することを定め、第

36条において地方政府がこれ らの組織への支援を行

うべきことを規定しているのである。そして、同法は、

市民参加のための具体的な機構として、地方特別会議

(Local Special Bodies)の 設置を規定する。地方入

本L委 員 会  (Local Prequalification, Bids and

Awards Committee、 第 37条 )、 地方教育委員会

(Local School Boards、 第 98条～第 101条 )、 地方

保健委員会 (Local Health Boards、 第 102条～第

105条 )、 地方開発評議会 (Local Development

Council、 第 106条～第 115条 )、 地方平和秩序評議

会 (Local Peace and Order Council、 行政命令 309

号 (1988年)に言及 した第 116条)がそれである。

さらに、同法は、第 41条 C項において、社会的に周

辺化されたセクターの代表 (女性セクターから 1名 、

労働者セクターから 1名 、都市貧困層・先住民 。障

害者他のセクターの中から 1名 )の地方議会への参

加も規定している。

このように同法が政治行政への市民参加を求める理

由は、第 1義的には、民主化の促進 とい うことであ

る。しかし、このことに加えて、人々を組織して動員

する能力を有しているNGOや PO、 COを、地方の

ガバナンスのために活用すべきであるとの認識があつ

た こ と も指 摘 され て い る (Brillantes,」 r.,

1998=2002:p.34)。

以上のような枠組みを持つフィリピンの地方分権化

であるが、ここで検討するべきことは、地方分権化の

実際はどのようなものなのかということである。そこ

で、次節では、地方分権化の現状とその問題点につい

て見ていくことにしよう。

5 地方分権化の現状 とその問題点

5-1 問題をはらんだ地方分権化

1991年地方政府法は、地方政府における自治の強

化を通じてフィリピンの民主化を進化させるとの期待

をもつて迎えられたが、その実際の施行は必ずしもス

ムーズなものではなかった。特に、法が施行された直

後には中央省庁の抵抗感は強かった。中でも大規模な

権限 。業務の地方政府への移譲が求められた保健省の

抵抗は大きく、やがて、議会を巻き込んで保健業務の

中央への再移譲を求める運動につながつていつた (議

会は保健業務の中央への再移譲を求める法案を通過さ

せたが、ラモス大統領が拒否権を行使 した)。 さらに、

地方政府に移譲された権限や業務を適切に執行するた

めのガイ ドラインが中央政府側から示されず (その一

例は、地方開発評議会の NGO委員選出手続きを規定

する内務自治省の通達が 2001年になってようやく発

出されたことである
5)、 また、分権化後の中央一地

方関係をどうするかについて明確な見取 り図がない状

態が続いているともいわれる。そして、市民参加とい

う点に関しては、市民社会関連組織と地方政府との間

の相互不信の存在や、地方政府法についての情報提供

が不十分であることなどから、NGOや POの地方行

政 へ の参加 が進 まない とい う状況 も見 られ た

(Brillantes,Jr.,1998=2002:p.41)。

Tapales(1998=2002)に よれば、 1990年代後半

時点における地方分権化の進展度は分野ごとに異なっ

ており、各地方政府の人的、財政的能力によつても多
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様である。特に、財政基盤が弱い地方政府では、地方

政府法が期待するような自治は実現していない。地方

政府の開発計画策定能力の強化は、地域間格差の是正

という目的も持つているが、多くの地方政府が独自の

計画策定能力を十分には備えていない。 これも 1つ

の理由となって、権限の地方政府への移譲後には廃止

されることになっていた中央省庁の地方事務所は、現

在に至るまで廃止されていない。また、地方政府が移

譲された権限や機能を効果的に行使することができる

か否かは、かなりの部分、首長が革新的で行動力と指

導力 を持 つてい るかにかかつてい る (Tapales,

1998=2002:pp.53-56)。

このような一般的問題を持つ地方分権であるが、こ

こからは、特に注目されている財政基盤の問題 と人的

資源の問題についての議論を見ていこう。

5-2 財政基盤の問題

地方政府の財政強化に貢献することが期待された内

国歳入割当 (IRA)について、さまざまな問題が指摘

されている。地方政府法の 284条は、IRAの地方政

府ごとの配分比率を、州 と市にそれぞれ 23%、 町に

34%、 バランガイに 20%と 定めている。また、IRA

に占める地方政府全体への配分率は、1994年には 40

%に引き上げられた。これによつて、地方政府の歳入

規模は飛躍的に大きくなった。

しかし、例えば地方政府ごとの配分比率に関しては、

市がより大きな配分を受ける一方で州と町には十分に

配分されていないとの批半い あ`る (Brillantes,」 r.,

1998=2002:p.41)。 この批判は、いくつもの市や町

を抱える州への配分比率が市と同じであることや、市

に比べて圧倒的に数が多い町 (1992年時点で、市の

数は 65であるのに対し、町の数は 1,518にのぼる)

への西己分比率が、その数に比例して大きくはなってい

ないことを考えれば、 うなずけるところであろう。そ

の結果、基礎的サービスの供給を十分になしえない小

規模 な町 の存在 が 問題 とされ てい るの で あ る

(Padilla,1992=1998:p.166)。

さらに、内国歳入割当の予算額が国家予算全体の中

に占める割合の低さも問題とされている (Brillantes,

Jr.,1998=2002:pp.44-48)。 地方政府法施行直前の

1991年の内国歳入害1当は 2,487億ペソだったのに対

しπ〔1997奪■こは 4,926イ意̂ミソと、 ほぼ 2f音に増力日

している。 しかし、その内国歳入割当が国家予算全体

に占める割合は 14%強に過ぎない (1991年は 4%)。

すなわち、地方分権によつて地方と中央の財政バラン

スを地方に厚くするはずなのにもかかわらず、相変わ

らず中央政府の財政規模が地方政府を圧倒 しているの

である。このことは、多くの権限と業務が地方に移譲

されたはずの保健省の予算規模が分権化以後も伸びて

いることに象徴的に表れている。このため、地方分権

化以後も、地方政府は移譲を受けた業務を適切に執行

することができないのである。

このことを示す一例をあげるならば、保健分野に関

して、内国歳入割当は新たに移譲された権限と責任を

果たすための財源としては不十分であるとの不満が、

地方政府の側から示されている。この問題は、本来は

全額が自動的に交付されるはずの内国歳入割当が中央

政府によつて減額される場合、深刻さの度合いを深め

る。たとえば、アジア諸国を金融危機が襲った 1997

年にはラモス大統領の指示によつて 5%のカットが実

施 され、財政赤字に見舞われたエス トラダ政権では

10%の削減 となった。保健業務の中央への再移譲を

求める運動には、保健省サイ ドだけでなく地方政府も

加わつたが、その背景には移譲された業務を行 うに十

分な財政の担保を中央政府が保障していないという地

方政府の不満があったことが指摘されている。こういつ

た地方分権化に伴 う財政面での問題については、地方

政府連盟 (League of Local Governments)な どの

地方政府の団体が継続的に問題提起と中央政府との交

渉を行つている (Bautista,et al.,2000=2002:pp.

79‐ 83)。

こういった内国歳入割当の不十分さは、地方政府の

独自財源が十分な規模に成長 しているのであれば、大

きな問題にはならないかもしれない。 しかしながら、

現実はその逆である。つまり、多くの地方政府は、そ

の年間予算の多くの部分を内国歳入害1当に依存してい

るのである。たとえば、2002年の時′点で内国歳入割

当が地方政府の予算全体に占める割合はおよそ 7割
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に達 している 6。 その結果、分権化後に適正な基礎的

サービスの維持に苦労するケースが出てくる。

その一例が、西ネグロス州の病院システムのケース

て,ある (Legaspi&Santiago,2002=2002:pp.101‐

145)。 このケースでは、州内の市や町の連携や NG0

との協力などの市民参加を含めた様々な工夫によつて、

州内の 1次医療から 3次医療までの病院システムの

維持に成功しているということができるが、関係者に

とって最も大きな問題 と認識されているのは、中央政

府から権限移譲を受けたにも関わらず保健省から十分

な財源調達への支援をえられなかったことであった。

その結果、病院の維持運営予算は権限移譲前の 1500

万ペソから600万ペソに減少したのである (Legaspi

&Santiago,2002=2002:p. 114)。  財政規模がメこき

な第 1級州に分類 されている西ネグロス州でさえ、

このような状況に置かれているのであれば、財政規模

の小さい第 4級から第 6級に分類されている地方政

府がいかに悲惨な状況にあるかを想像することはさほ

ど困難なことではないだろう。2005年時点で第 4級

から第 6級に分類されている地方政府は、州で 9(全

79州 )、 市で 31(全 117市)と少数にとどまってい

るが、町では全 1494町 (データ不明の町を除く)の

うち 752町 とほぼ半数に達する 7。 今後、町の財政基

盤をどのようにして強化するかが地方分権の行方に大

きな影響を与えると考えられる。

5-3 人的資源の問題

前節で触れたように、基礎的サービスや事業の地方

政府への移譲のためには、関連省庁からの人員を地方

政府に移動させることが必要になる。特に、保健、農

業、社会福祉、環境といった分野における人員の大量

の移動が行われた
8。 しかし、これはさまざまな点で

地方政府に大きな負担を課すものになつた。

地方政府法施行後の数年間に観察された問題点は、

次のように整理されている。まず、地方政府には膨張

する官僚機構を吸収するだけの財政的な余裕がなかっ

た。第 2に、移動する官僚のもともとの役職 と受入

れ部局で必要とする役職の間に畑嬬や重複が生じるケー

スがあった。第 3に、中央政府から移動 してきた官

僚と地方政府生え抜きの職員との間に相互不信があつ

た。第 4に、中央政府から移動 してきた官僚の首長

に対する忠実性に問題が生じるケースがあった。第 5

に、中央政府から移動してきた官僚にとつて、地方政

府には十分な昇進の機会がなかった。第 6に、地方

政府への移動を嫌った同僚の辞職を目の当たりにしつ

つ地方政府に移ってきた官僚の中には、職務への意欲

を喪失する者もいた (Joaquin,2002:p.238)。

以上に紹介 した問題を主に」oaquin(2002)に 拠

りつつさらに詳細にみると、以下のような問題 ,点を指

摘することができる (」oaquin,2002:pp.240-257)。

まず、財政上の問題である。財政力下位に属する地方

政府の場合は予算額の 80%が人件費に回るなど、総

じて地方政府の財政力は膨張した官僚機構を支えるに

は貧弱であり、また、地方政府法 325条が規定する

給与予算の上限も低いため、地方政府職員の給与は中

央政府職員と比べて低い。

つぎに、人事戦略の欠如である。 1998年時点で人

事管理部局を設置している地方政府が未だ少数にとど

まっていたことが示しているように、戦略的な職員の

任用を行つているところはごく限られている。これに

は、1991年地方政府法が人事管理部局の設置を義務

付けていないといつた制度上の問題
9を
含めて、いく

つかの要因が関係 しているが、フィリピンの地方政治

に長年見られる慣行上の問題が大きい。元来、地方政

府における人事は、首長にとつては、自らへの政治的

支持を調達するための政治的資源とみなされてお り、

必要な業務を効率的に実施するための人事戦略という

考え方は、多くの地方政府にとつてなじみの薄いもの

であった。そして、このような環境の中では、人事管

理において情実と汚職が横行することにもなる。その

結果、例えば、8つの町を調査した世界保健機関の報

告によれば、これらの町では保健事業予算が人件費に

回された結果、保健サービスの質が分権化以前と比ベ

て低下したという。また、先に触れた西ネグロス州の

病院システムでは、医療スタッフの採用や昇進に政治

が介入 して情実人事が横行 していることがスタッフの

士気 を減 退 させ る問題 と して指摘 され て い る

(Legaspi&Santiago,2002=2002:pp.132‐ 133)。
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さらに、人事戦略が欠如しているところに中央政府

からの人員を受け入れざるを得なくなったことによつ

て、人事の重複という問題も発生している。たとえば、

分権化以前から環境担当部局を持つていた地方政府の

中には、環境天然資源省から移動してきた職員を受け

入れる必要から2つの環境担当部を作ったところも

あるという。

そして、さらなる問題は、職員の能力開発の不十分

さである。 1998年の世界銀行報告においても、フィ

リピンの地方分権化努力が地方政府の能力不足によつ

て損なわれていると指摘されている。この点に関して

問題 とされているのは、地方政府の人材開発予算の少

なさである (予算全体の 5%以下)。 これに加えて、

多くの地方政府において、人材開発予算は、財政危機

に陥った際に最初に削減対象になつているといわれる。

そのため、地方政府の職員に対する教育 。訓練の機会

が限られることになる。

この問題を補 う可能性を持つものとして注目されて

いるのが、NGOと の協力である。つまり、地方政府
の能力開発の 1つの重要な手段が、NGOと ともに、

あるいは NGOか ら学ぶことだとい うわけである。

NGOに は、草の根のコミュニティを対象としたプロ

ジェク トの開発や運営の専門家も多く、地方政府の職

員が彼 らと協働することを通じて事業開発や実施のノ

ウハウを習得することが期待されるようになつてきて

いる。この′点に関しては、地方分権化開始後数年間は、

NGOと 地方政府との相互不信ゆえに、双方の協力関

係を発展させることが難しかつたともいわれていた。

しかし、UNDPな ど国際援助機関が市民参力日による

開発事業に優先的に援助を供与することもあり、近年

ではより多くの地方政府が NGOな どとの協力関係を

持つようになってきている。このほかにも、地方政府

の業績を評価するシステムがいくっか開発されてきて

おり、これらの評価システムを活用することによる能

力開発も期待され始めている。

6 おわ りに一地方分権における市民参加

1991年地方政府法の革新性の 1つとして、市民参

加の促進が規定されていることについては、既述した

通りである。それは、10数年にわたるマルコス独裁

政権のくびきから抜け出したフィリピンが再び取り戻

した民主主義を深化・定着させようとする中で、欠か

すことのできない要素として地方分権と政治行政への

市民参加をそれぞれ位置づけたことを反映している。

この意味では、地方分権における市民参加は、民主主

義との密接な関連性の中で論 じられる。

しかし、地方分権のもう1つの議論の焦点として、

行政の効率化 とい うことがある。 この点に関して、

Carino (2000=2002) は、 1991年 J地方政′舒法が政

策宣言を示 した第 2条で、 自立した地域共同体によ

る開発の効果を最大化する点に地方分権の目的をおい

ていることに、注意を促 している。すなわち、第 2

条にあつては、民主化は開発に付随する日標になつて

いるにすぎず (CarinO,2000=2002:p. 7)、  地方分

権のより重要な目標は、地方政府が効果的な開発を効

率的に行 うことであるということになる。効率的、効

果的な開発 (すなわち効率的な行政)と いう観 ,点から、

市民参加を地方分権のプロセスの中で位置づける議論

が生まれてくる所以がここにある。そして、この議論

の中に、2節で示した、中央省庁の機能の地方事務所

への移転 (「分散」)と 権限の地方政府への移譲 (「分

権」)を、私企業とNGOな ど非営利組織への業務の

委譲 (「民営化」)力 補`完するという地方分権の枠組み

が置かれることにもなる。

実際に、地方分権化議論の中では、政府は地方で展

開されるさまざまな事業やサービス供給のための環境

を整備する役割に自らを限定するべきか否かという議

論もなされており (Legaspi,2002)、 地方政府 と市

民社会 (市民社会関連組織)の関係も、しばしばこの

文脈で論 じられている。つまり、地方行政への NG0

の参加は、市民参加の促進による民主主義の強化とい

う観点よりも、NGOが有する専門性を活用すること

による行政の効率的な遂行への期待から推奨されてい

るという実態への日配 りが必要だということである。

そのことを思いおこさせる例が、5節で触れた地方

政府の人材開発におけるNGOと の協力であり、また、
一部の地方政府で見られるようになつた経済的事業に
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おける非営利団体と地方政府 との協力である
1°

。この

ような事例をみれば、地方政府の行政能力は公共プロ

グラムヘの住民や市民の支援をどの程度引き出すこと

ができるかという点で測られるという議論 (Padilla,

1992=1998:p.176)が ある種の妥当性をもつて受け

止められていることもうなずけよう。特に、地方分権

のプロセスの中で行政遂行能力に問題を抱える地方政

府が多いフィリピンにおいて、その問題解決の 1つ

の便法として市民社会との関係強化をとらえるという

考え方は、地方行政に携わつている実務家や行政学者

の間で比較的広く受け入れられているようにも見える。

ここでの問題は、時に多くの時間を要することもあ

る民主的な意思決定プロセスの重要性と行政の効率の

関係をどのようにバランスさせてとらえるのかという

ことである。NGOな ど市民社会組織の参加を行政の

効率化という観 ,点から評価する方向性が強くなりすぎ

れば、民主主義の深化のための市民社会との関係強化

という考え方が脇に追いやられる可能性が出てくるか

もしれない。

フィリピンにおける地方分権の今後を考える際に、

民主主義の深化のための地方分権という、制度設計が

行われた当初の理念が、どのような受け止めをされる

ようになるのか、注意深く見ていく必要があるように

思われる。

注

1.民政移管を果た した国の中で主なところとして

は、エクア ドル (1979年 )、 ペルー (1980年 )、

ボリビア (1982年 )、 アルゼンチン (1983年 )、

ブラジル (1985年 )、 グアテマラ (1986年 )、

チリ (1990年)な どがある。

2.フ ィリピンでは 1986年に「ピープル・パワー」

によつてマルコス独裁政権が崩壊 し、韓国では

民主化を求める国民の圧力が高まるなか、1987

年に慮泰愚大統領が 「民主化宣言」を行つた。

さらに、台湾では蒋経国総統が 1987年以降戒厳

令を徐々に解除 していったが、同総統の死を受

けて総統に就任 した李登輝の下で民主化が進み、

1996年に直接選挙によって正副総統が初めて選

出された。1990年代に入ると、タイでは 1992

年の「五月流血事件」以後文民政権が続いてい

る (しかし、2006年 9月 19日 には軍部のクー

デターが発生し、汚職や不正選挙で国民の批半J

を受けていたタクシン首相が事実上の亡命を余

儀なくされ、以後政治的混乱が続いている)。 そ

して、1998年には、1967年以降独裁政権を維

持してきたスハル ト・インドネシア大統領が、

前年からのアジア金融危機によるインドネシア

経済の崩壊と学生を中心とした反スハル ト運動

の圧力の中で退陣を表明して、インドネシアの

民主化が実現した。

1973年憲法第 2条 10項 「国は、バランガイを

はじめとする各地方政府が自律的な共同体とし

て自らを十分に発展させることができるように、

その自治を保障し、発展させる。」

1983年地方政府法では、高度都市化市の歳入下

限は 3000万ペソ、州と市は 1000万ペソ、町は

20万ペソとなっている。これに対して、1991

年地方政府法は、高度都市化市の歳入下限を

5000万ペソ、州と市を 2000万ペソ、町を 250

万ペソにう|き上げた (Cabo,1996=1998:p.150)。

西村謙一「フィリピンの地方自治への市民参加」

(田坂敏雄編『東アジア市民社会の展望』御茶の

水書房、 2009年 )p. 62。

Rodolfo P,del Rosario,“ UPDATE REPORT",

February 6,2004,in O覧 んCιαJ Websjιθ o/ιんθ

しrηι。れげLoθαJ Aaιんοrjι jθs o/ιんθPん jJゎρjんθS

(2004年 8月 20日 アクセス)。

“Democracy and Governance in the Philippines'',

in Official Website of NEWSBREAK(2009`手

2月 10日 アクセス)。

Joaquin(2002)に よれば、人員の移動が完了

した 1996年までに、保健省の 46,000人強を筆

頭に、農業省、環境天然資源省、予算管理省の 4

省で合計 70,400人以上が中央政府から地方政府

に移動 した (Joaquin,2002:p.239)。

なお、筆者が見るところ、義務的設置部局に関

する1991年地方政府法の問題点はこれ以外にも

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



ある。たとえば、環境保全が中央政府か ら移譲

された重要な業務 と位置づけられているにも関

わらず、環境関係部局は義務的設置部局にはなっ

ていない。

10.例 えば、マニラ首都圏マラボンにおける公設市

場の運営事業である。 このケースでは、従来は

町政府が携わって赤字になつていた公設市場の

運営をテナン トが結成 した協同組合にゆだねる

ことにより、市場の運営が改善された。 このプ

ロセスを通 じて町 と市民社会関係組織 との関係

強化 の機 運 も盛 り上 が った とい われ て い る

(Calugay,2002:pp.292-303)。
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